
○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱

制定 平成２３年 ４月 １日

改正 令和６年 ３月２９日

改正 令和７年 ３月２４日

第 1 条 (略)

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

（１）～（22） （略）

（23） 「空き家活用促進事業」とは、空き家住宅又は空き建築物（以下「空

き家」という。）を対象に市町村が耐震改修工事、断熱改修工事、バリアフリ

ー工事及びトイレの水洗化工事等（以下「改修工事等」という。）を行い、市

町村が管理・運営する住宅（人の居住の用に供する建築物又は建築物の部分

（人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含

む。）をいい、公営住宅、地域優良賃貸住宅その他の公的賃貸住宅制度に基

づき整備する住宅を除く。）又は就寝の用に供する居室が存し、かつ、地域

活性化のための計画的利用に供される建築物（以下「公的住宅等」という。）

として活用する事業をいう。

（24）～（41） （略）

（42） 「木造住宅除却費補助事業」とは、耐震性の低い木造の既存住宅を対

象に、除却に要する費用の一部を当該住宅の所有者に対して市町村が補助す

る事業をいう。

高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱

制定 平成２３年 ４月 １日

改正 令和６年 ３月２９日

第 1 条 (略)

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

（１）～（22） （略）

（23） 「空き家活用促進事業」とは、空き家住宅又は空き建築物（以下「空

き家」という。）を対象に市町村が耐震改修工事、断熱改修工事、バリアフリ

ー工事及びトイレの水洗化工事等（以下「改修工事等」という。）を行い、市

町村が管理・運営する住宅（公営住宅を除く）又は就寝の用に供する居室が

存し、かつ、地域活性化のための計画的利用に供される建築物（以下「公的

住宅等」という。）として活用する事業をいう。

（24）～（41） （略）

（新設）
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新 旧

（補助目的及び補助対象経費等）

第３条 県は、南海トラフ地震に備え、県民の安全及び市街地の防災安全性を

確保するため、既存住宅又は建築物を対象に市町村が行う木造住宅耐震化促

進事業、非木造住宅耐震化促進事業、コンクリートブロック塀安全対策事業、

老朽住宅等除却事業、空き家活用促進事業、住宅耐震対策市町村緊急支援事

業、木造住宅段階的耐震改修支援事業、非木造住宅段階的耐震改修支援事業、

空き家対策市町村緊急支援事業、空き家活用費補助事業、がけ地近接等危

険住宅移転事業、住宅等土砂災害対策促進事業、家具等安全対策支援事業、

空き家活用シェアオフィス等整備支援事業、瓦屋根診断費補助事業、瓦屋根

改修費補助事業及び木造住宅除却費補助事業について、予算の範囲内で補助

金を交付する。

２ 前項に規定する補助対象事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経

費、補助要件、補助率及び補助限度額は、木造住宅耐震化促進事業について

は別表第１に、非木造住宅耐震化促進事業については別表第２に、木造住宅

段階的耐震改修支援事業については別表第３－１に、非木造住宅段階的耐震

改修支援事業については別表３－２に、コンクリートブロック塀安全対策事

業については別表第５に、老朽住宅等除却事業については別表第６に、空き

家活用促進事業については別表第７に、住宅耐震対策市町村緊急支援事業に

ついては別表第８に、空き家対策市町村緊急支援事業については別表第９

に、空き家活用費補助事業については別表第１０に、がけ地近接等危険住宅

移転事業については別表第１１に、住宅等土砂災害対策促進事業については

別表第１２に、家具等安全対策支援事業については別表第１３に、空き家活

用シェアオフィス等整備支援事業については別表第１４に、瓦屋根診断費補

助事業及び瓦屋根改修費補助事業については別表第１５に、木造住宅除却費

補助事業については別表第１６に定めるとおりとする。

（補助目的及び補助対象経費等）

第３条 県は、南海トラフ地震に備え、県民の安全及び市街地の防災安全性を

確保するため、既存住宅又は建築物を対象に市町村が行う木造住宅耐震化促

進事業、非木造住宅耐震化促進事業、コンクリートブロック塀安全対策事業、

老朽住宅等除却事業、空き家活用促進事業、住宅耐震対策市町村緊急支援事

業、木造住宅段階的耐震改修支援事業、非木造住宅段階的耐震改修支援事業、

空き家対策市町村緊急支援事業、空き家活用費補助事業、がけ地近接等危

険住宅移転事業、住宅等土砂災害対策促進事業、家具等安全対策支援事業、

空き家活用シェアオフィス等整備支援事業、瓦屋根診断費補助事業及び瓦屋

根改修費補助事業について、予算の範囲内で補助金を交付する。

２ 前項に規定する補助対象事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経

費、補助要件、補助率及び補助限度額は、木造住宅耐震化促進事業について

は別表第１に、非木造住宅耐震化促進事業については別表第２に、木造住宅

段階的耐震改修支援事業については別表第３－１に、非木造住宅段階的耐震

改修支援事業については別表３－２に、コンクリートブロック塀安全対策事

業については別表第５に、老朽住宅等除却事業については別表第６に、空き

家活用促進事業については別表第７に、住宅耐震対策市町村緊急支援事業に

ついては別表第８に、空き家対策市町村緊急支援事業については別表第９

に、空き家活用費補助事業については別表第１０に、がけ地近接等危険住宅

移転事業については別表第１１に、住宅等土砂災害対策促進事業については

別表第１２に、家具等安全対策支援事業については別表第１３に、空き家活

用シェアオフィス等整備支援事業については別表第１４に、瓦屋根診断費補

助事業及び瓦屋根改修費補助事業については別表第１５に定めるとおりと

する。
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第４条～第 15 条 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

附則 この要綱は、令和７年３月２４日から施行する。

第４条～第 15 条 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 （略）

附則 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

（新設）
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新 旧

別表第１ 別表第１
別表第１（第３条関係）

補助事業名 木造住宅耐震診断事業 木造住宅耐震改修設計費補助事業

補助事業者

既存木造住宅の所有者等（注１）の依頼
を受け、市町村が行う耐震診断士による
木造住宅耐震診断及び耐震改修工事の概
算見積作成に要する経費（高知県住宅・
建築物耐震改修支援機関の審査又は同等
の審査を受ける経費を含む）

既存木造住宅の所有者等が登録設計事務
所に依頼して行う木造住宅耐震改修設計
に要する経費（高知県住宅・建築物耐震
改修支援機関の審査又は同等の審査を受
ける経費を含む）

84,700円/戸 356,000円/戸

①

③

ア

a. 標準型

認定ソフトの精密診断法により診断し、改
修後の評点が１．０以上となるもの。

b. 特殊型

a．と同等以上の耐震性があると知事が認
めたもの。

イ

a. 当該住宅が津波浸水区域内に存するもの。

b. 住宅（耐震等級３（注２）以上のものに限
る。）を、津波浸水区域以外に建て替える
もの。

c. 当該住宅を除却するもの。

（注３）木造住宅耐震改修費補助事業の補助対象経費の限度額については令和９年度末までとする。

（注４）利子補給制度とは、独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震化改修融資への利子補給制度をいう。

木造住宅耐震改修費補助事業

市町村

既存木造住宅の所有者等が、登録工務店に依頼
して行う当該住宅の耐震改修、非現地建替工事
に要する経費（高知県住宅・建築物耐震改修支
援機関の検査又は同等の検査を受ける経費を含
む）

1,650,000円／戸
ただし、利子補給制度（注４）を利用する場合

は、1,075,000円／戸

次のいずれかに該当するもの。

耐震改修工事にあっては、以下のいずれかに
該当するもの。

非現地建替工事にあっては、次の全てに該当
するものに限る。

４分の１以内

ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱附属
第Ⅲ編第１章イ-１６-(１２)-①第3項に規定す
る基礎額と市町村が補助する額との差について
は２分の１以内

（注２）耐震等級３とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第３条第１項の規定に基づき定められた
　　　日本住宅性能表示基準の内、１－２耐震等級（構造躯体の損傷防止）において等級３に該当することをいう。

限度額

ただし、耐震改修工事の概算見積を作成
する場合は4,000円／戸を加算すること
ができる。

ただし、住宅段階的耐震改修支援事業を利用し
た住宅については、既に交付を受けた補助額と
上記との差額までとする。
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分
離すべきものは、当該工事を分離して算定し補
助対象経費から除外する。

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①診断する住宅が、第２条第２号に規定
する既存木造住宅に該当するもの

①耐震診断士が設計するもの 既存木造住宅の所有者等が選任した耐震診断
士が耐震改修工事の現場確認等を実施するも
の

②木造住宅耐震診断事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第３条第
１項の規定に基づく耐震診断費補助事業又は耐震診断士が精密診断法により診断した結
果、上部構造評点のうち最小の値（以下「評点」という。）が１．０未満と診断された住
宅に係るもの

④当該設計により改修工事を行うもの。
ただし、やむを得ない事情がある場合は
この限りでない。

対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴
い、法令違反を是正する場合を除く。

補助率
４分の１以内 ４分の３以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注１）既存木造住宅の所有者等とは、既存木造住宅の所有者及びその親族並びに空き家活用費補助事業と併用する場合の
　　　所有者から住宅を借り受ける個人、特定非営利活動法人又は住宅確保要配慮者等への居住支援団体（営利を目的としない団体に
　　　限り、任意団体を除く。）とする。

補助対象経費

補助要件

②木造住宅耐震診断を一般財団法人日本
建築防災協会発行の「一般診断法による
木造住宅の耐震診断プログラム」を利用
して行うもの、又は一般財団法人日本建
築防災協会の木造住宅耐震診断プログラ
ム評価制度の評価を取得したコンピュー
タソフト（以下「認定ソフト」とい
う。）の一般診断法による木造住宅の診
断プログラムを利用して行うもの。

③耐震診断士が認定ソフトの精密診断法
により診断（国立大学等の公的機関によ
る実験データに基づき公表された数値
（知事が認めたものに限る。）を用いる
ものを含む。以下同じ。）し、改修後の
評点が１．０以上となるもの又は知事が
別に認めたもの。

別表第１（第３条関係）

補助事業名 木造住宅耐震診断事業 木造住宅耐震改修設計費補助事業

補助事業者

既存木造住宅の所有者等（注１）の依頼
を受け、市町村が行う耐震診断士による
木造住宅耐震診断及び耐震改修工事の概
算見積作成に要する経費（高知県住宅・
建築物耐震改修支援機関の審査又は同等
の審査を受ける経費を含む）

既存木造住宅の所有者等が登録設計事務
所に依頼して行う木造住宅耐震改修設計
に要する経費（高知県住宅・建築物耐震
改修支援機関の審査又は同等の審査を受
ける経費を含む）

38,000円/戸 356,000円/戸

①

③

ア

a. 標準型

認定ソフトの精密診断法により診断し、改
修後の評点が１．０以上となるもの。

b. 特殊型

a．と同等以上の耐震性があると知事が認
めたもの。

イ

a. 当該住宅が津波浸水区域内に存するもの。

b. 住宅（耐震等級３（注２）以上のものに限
る。）を、津波浸水区域以外に建て替える
もの。

c. 当該住宅を除却するもの。

（注３）木造住宅耐震改修費補助事業の補助対象経費の限度額については令和９年度末までとする。

木造住宅耐震改修費補助事業

市町村

既存木造住宅の所有者等が、登録工務店に依頼
して行う当該住宅の耐震改修、非現地建替工事
に要する経費（高知県住宅・建築物耐震改修支
援機関の検査又は同等の検査を受ける経費を含
む）

1,650,000／戸

次のいずれかに該当するもの。

耐震改修工事にあっては、以下のいずれかに
該当するもの。

非現地建替工事にあっては、次の全てに該当
するものに限る。

４分の１以内

ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱附属
第Ⅲ編第１章イ-１６-(１２)-①第3項に規定す
る基礎額と市町村が補助する額との差について
は２分の１以内

（注２）耐震等級３とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第３条第１項の規定に基づき定められた
　　　日本住宅性能表示基準の内、１－２耐震等級（構造躯体の損傷防止）において等級３に該当することをいう。

限度額

ただし、耐震改修工事の概算見積を作成
する場合は4,000円／戸を加算すること
ができる。

ただし、住宅段階的耐震改修支援事業を利用し
た住宅については、既に交付を受けた補助額と
上記との差額までとする。
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分
離すべきものは、当該工事を分離して算定し補
助対象経費から除外する。

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①診断する住宅が、第２条第２号に規定
する既存木造住宅に該当するもの

①耐震診断士が設計するもの 既存木造住宅の所有者等が選任した耐震診断
士が耐震改修工事の現場確認等を実施するも
の

②木造住宅耐震診断事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第３条第
１項の規定に基づく耐震診断費補助事業又は耐震診断士が精密診断法により診断した結
果、上部構造評点のうち最小の値（以下「評点」という。）が１．０未満と診断された住
宅に係るもの

④当該設計により改修工事を行うもの。
ただし、やむを得ない事情がある場合は
この限りでない。

対象となる既存木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴
い、法令違反を是正する場合を除く。

補助率
４分の１以内 ４分の３以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注１）既存木造住宅の所有者等とは、既存木造住宅の所有者及びその親族並びに空き家活用費補助事業と併用する場合の
　　　所有者から住宅を借り受ける個人、特定非営利活動法人又は住宅確保要配慮者等への居住支援団体（営利を目的としない団体に
　　　限り、任意団体を除く。）とする。

補助対象経費

補助要件

②木造住宅耐震診断を一般財団法人日本
建築防災協会発行の「一般診断法による
木造住宅の耐震診断プログラム」を利用
して行うもの、又は一般財団法人日本建
築防災協会の木造住宅耐震診断プログラ
ム評価制度の評価を取得したコンピュー
タソフト（以下「認定ソフト」とい
う。）の一般診断法による木造住宅の診
断プログラムを利用して行うもの。

③耐震診断士が認定ソフトの精密診断法
により診断（国立大学等の公的機関によ
る実験データに基づき公表された数値
（知事が認めたものに限る。）を用いる
ものを含む。以下同じ。）し、改修後の
評点が１．０以上となるもの又は知事が
別に認めたもの。



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

別表第２ 別表第２
別表第２（第３条関係）

補助事業名 非木造住宅耐震診断費補助事業 非木造住宅耐震改修設計費補助事業

補助事業者

既存非木造住宅の所有者等（注１）が建
築士事務所に依頼して行う耐震診断及び
耐震改修工事の概算見積作成に要する経
費（高知県住宅・建築物耐震改修支援機
関の審査又は同等の審査を受ける経費を
含む）。

既存非木造住宅の所有者等が建築士事務
所に依頼して行う耐震改修設計に要する
経費（高知県住宅・建築物耐震改修支援
機関の審査又は同等の審査を受ける経費
を含む）。

84,700円/戸 356,000円/戸

①

③耐震改修計画について一級建築士又は
二級建築士により「安全性」が確認され
たもの。

③

④

a. 当該住宅が津波浸水区域内に存するも
の。

b. 住宅（耐震等級３（注２）以上のもの
に限る。）を、津波浸水区域以外に建
て替えるもの。

c. 当該住宅を除却するもの。

（注３）非木造住宅耐震改修費補助事業の補助対象経費の限度額については令和9年度末までとする。

（注４）利子補給制度とは、独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震化改修融資への利子補給制度をいう。

非木造住宅耐震改修費補助事業

市町村

既存非木造住宅の所有者等が建設業者に依
頼して行う当該住宅の耐震改修、非現地建
替工事に要する経費（高知県住宅・建築物
耐震改修支援機関の検査又は同等の検査を
受ける経費を含む）。

1,650,000円／戸
ただし、利子補給制度（注４）を利用する

場合は、1,075,000円／戸

耐震改修工事について一級建築士又は二
級建築士により「安全性」が確認された
もの。

非現地建替工事にあっては、次の全てに
該当するものに限る。

４分の１以内

ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱
附属第Ⅲ編第１章イ-１６-(１２)-①第3項
に規定する基礎額と市町村が補助する額と
の差については２分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注２）耐震等級３とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第３条第１項の規定に基づき定められた
　　　日本住宅性能表示基準の内、１－２耐震等級（構造躯体の損傷防止）において等級３に該当することをいう。

補助対象経費
限度額

ただし、耐震改修工事の概算見積を作成
する場合は4,000円／戸を加算すること
ができる。

ただし、住宅段階的耐震改修支援事業を利
用した住宅については、既に交付を受けた
補助額と上記との差額までとする。
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用
を分離すべきものは、当該工事を分離して
算定し補助対象経費から除外する。

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①診断する住宅が、第２条第３号に規定
する既存非木造住宅に該当するもの。

①一級建築士又は二級建築士が設計する
もの。

一級建築士又は二級建築士が耐震改修工
事の現場確認等を実施するもの。

②一級建築士又は二級建築士により実施
するもの。

②非木造住宅耐震診断費補助事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交
付要綱第３条第１項第１号の規定に基づく耐震診断費補助事業、一級建築士又は二
級建築士による診断の結果「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」とされた住宅に
係るもの。

④当該設計により改修工事を行うもの。
ただし、やむを得ない事情がある場合は
この限りでない。

対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工
事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。

補助率
４分の１以内 ４分の３以内

（注１）既存非木造住宅の所有者等とは、既存非木造住宅の所有者及びその親族並びに空き家活用費補助事業と併用する場合の
　　　所有者から住宅を借り受ける個人、特定非営利活動法人又は住宅確保要配慮者等への居住支援団体（営利を目的としない団体に
　　　限り、任意団体を除く。）とする。

補助要件

③構造耐力上独立した１棟を単位とし
て、建築物の耐震改修の促進に関する法
律（平成７年法律第123号）に基づく基
本指針に定められた「既存鉄骨造建築物
の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」、「既
存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震
診断基準」の第２次診断法若しくは第３
次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コ
ンクリート造建築物の耐震診断指針」で
行う、構造耐力上主要な部分の地震に対
する安全性の評価を行うもの。

別表第２（第３条関係）

補助事業名 非木造住宅耐震診断費補助事業 非木造住宅耐震改修設計費補助事業

補助事業者

既存非木造住宅の所有者等（注１）が建
築士事務所に依頼して行う耐震診断及び
耐震改修工事の概算見積作成に要する経
費（高知県住宅・建築物耐震改修支援機
関の審査又は同等の審査を受ける経費を
含む）。

既存非木造住宅の所有者等が建築士事務
所に依頼して行う耐震改修設計に要する
経費（高知県住宅・建築物耐震改修支援
機関の審査又は同等の審査を受ける経費
を含む）。

38,000円/戸 356,000円/戸

①

③耐震改修計画について一級建築士又は
二級建築士により「安全性」が確認され
たもの。

③

④

a. 当該住宅が津波浸水区域内に存するも
の。

b. 住宅（耐震等級３（注２）以上のもの
に限る。）を、津波浸水区域以外に建
て替えるもの。

c. 当該住宅を除却するもの。

（注３）非木造住宅耐震改修費補助事業の補助対象経費の限度額については令和9年度末までとする。

非木造住宅耐震改修費補助事業

市町村

既存非木造住宅の所有者等が建設業者に依
頼して行う当該住宅の耐震改修、非現地建
替工事に要する経費（高知県住宅・建築物
耐震改修支援機関の検査又は同等の検査を
受ける経費を含む）。

1,650,000／戸

耐震改修工事について一級建築士又は二
級建築士により「安全性」が確認された
もの。

非現地建替工事にあっては、次の全てに
該当するものに限る。

４分の１以内

ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱
附属第Ⅲ編第１章イ-１６-(１２)-①第3項
に規定する基礎額と市町村が補助する額と
の差については２分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注２）耐震等級３とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第３条第１項の規定に基づき定められた
　　　日本住宅性能表示基準の内、１－２耐震等級（構造躯体の損傷防止）において等級３に該当することをいう。

補助対象経費 限度額

ただし、耐震改修工事の概算見積を作成
する場合は4,000円／戸を加算すること
ができる。

ただし、住宅段階的耐震改修支援事業を利
用した住宅については、既に交付を受けた
補助額と上記との差額までとする。
耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用
を分離すべきものは、当該工事を分離して
算定し補助対象経費から除外する。

次に掲げる事項の全てに該当するもの

①診断する住宅が、第２条第３号に規定
する既存非木造住宅に該当するもの。

①一級建築士又は二級建築士が設計する
もの。

一級建築士又は二級建築士が耐震改修工
事の現場確認等を実施するもの。

②一級建築士又は二級建築士により実施
するもの。

②非木造住宅耐震診断費補助事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交
付要綱第３条第１項第１号の規定に基づく耐震診断費補助事業、一級建築士又は二
級建築士による診断の結果「倒壊し、又は崩壊する危険性がある」とされた住宅に
係るもの。

④当該設計により改修工事を行うもの。
ただし、やむを得ない事情がある場合は
この限りでない。

対象となる既存非木造住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工
事に伴い、法令違反を是正する場合を除く。

補助率
４分の１以内 ４分の３以内

（注１）既存非木造住宅の所有者等とは、既存非木造住宅の所有者及びその親族並びに空き家活用費補助事業と併用する場合の
　　　所有者から住宅を借り受ける個人、特定非営利活動法人又は住宅確保要配慮者等への居住支援団体（営利を目的としない団体に
　　　限り、任意団体を除く。）とする。

補助要件

③構造耐力上独立した１棟を単位とし
て、建築物の耐震改修の促進に関する法
律（平成７年法律第123号）に基づく基
本指針に定められた「既存鉄骨造建築物
の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンク
リート造建築物の耐震診断基準」、「既
存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震
診断基準」の第２次診断法若しくは第３
次診断法又は「既存プレキャスト鉄筋コ
ンクリート造建築物の耐震診断指針」で
行う、構造耐力上主要な部分の地震に対
する安全性の評価を行うもの。



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

別表第３－１ 別表第３－１

別表第３－１（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

①

②

③

④

⑤

木造住宅段階的耐震改修支援事業

市町村

既存木造住宅(戸建住宅及び併用住宅に限る)の所有者等が登録工務店に依頼して段階
的に行う木造住宅耐震改修工事に要する経費（高知県住宅・建築物耐震改修支援機関
の検査又は同等の検査を受ける経費を含む）

限度額

1,271,000円/戸

耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して
算定し補助対象経費から除外する。

下記のア、イのいずれかに該当するもの。

利子補給制度（注２）を利用しないこと。

４分の１以内

ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編第１章イ-１６-(１２)-①
第3項に規定する基礎額と市町村が補助する額との差については２分の１以内

（注１）代理受領制度等とは、補助金申請者が補助金交付の請求及び受領を、耐震改修設計を行った
登録設計事務所又は耐震改修工事を行った登録工務店に委任することができる制度、または同等の制
度のことをいう

（注２）利子補給制度とは、独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震化改修融資への利
子補給制度をいう。

補助対象経費

次に掲げる事項の全てに該当するもの。

住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するも
の。

既存木造住宅所有者等の経済的負担を軽減する目的であって、代理受領制度等
（注１）を導入している市町村であること。

対象となる既存住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に
伴い、法令違反を是正する場合を除く。

補助率

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

補助要件

改修前 改修後

木造住宅耐震診断事業、高知県建築
物耐震対策緊急促進事業費補助金交
付要綱第３条第１項の規定に基づく
耐震診断費補助事業、又は耐震診断
士の精密診断法による診断の結果

認定ソフトの精密診断法（国立大学
等の公的機関による実験データに基
づき公表された数値（知事が認めた
ものに限る。）を用いるものを含
む。）による診断結果

ア 段階的改修型 評点が０．７未満

評点が０．７以上となるもので、申
込時に、段階的耐震改修事業を行う
理由書、及びいずれ上部構造評点を
１．０以上にする工事を行うことの
誓約書が提出されていること。

イ １階改修型 １階部分の評点が１．０未満
１階部分で評点が１．０以上となる
もの

別表第３－１（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

①

②

③

④

木造住宅段階的耐震改修支援事業

市町村

既存木造住宅(戸建住宅及び併用住宅に限る)の所有者等が登録工務店に依頼して段階
的に行う木造住宅耐震改修工事に要する経費（高知県住宅・建築物耐震改修支援機関
の検査又は同等の検査を受ける経費を含む）

限度額

1,271,000円/戸

耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して
算定し補助対象経費から除外する。

下記のア、イのいずれかに該当するもの。

次に掲げる事項の全てに該当するもの。

住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するも
の。

既存木造住宅所有者等の経済的負担を軽減する目的であって、代理受領制度等
（注）を導入している市町村であること。

対象となる既存住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に
伴い、法令違反を是正する場合を除く。

補助率

４分の１以内
ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編第１章イ-１６-(１２)-①
第3項に規定する基礎額と市町村が補助する額との差については２分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注）代理受領制度等とは、補助金申請者が補助金交付の請求及び受領を、耐震改修設計を行った登
録設計事務所又は耐震改修工事を行った登録工務店に委任することができる制度、または同等の制度
のことをいう

補助要件

改修前 改修後

木造住宅耐震診断事業、高知県建築
物耐震対策緊急促進事業費補助金交
付要綱第３条第１項の規定に基づく
耐震診断費補助事業、又は耐震診断
士の精密診断法による診断の結果

認定ソフトの精密診断法（国立大学
等の公的機関による実験データに基
づき公表された数値（知事が認めた
ものに限る。）を用いるものを含
む。）による診断結果

ア 段階的改修型 評点が０．７未満

評点が０．７以上となるもので、申
込時に、段階的耐震改修事業を行う
理由書、及びいずれ上部構造評点を
１．０以上にする工事を行うことの
誓約書が提出されていること。

イ １階改修型 １階部分の評点が１．０未満
１階部分で評点が１．０以上となる
もの



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

別表第３－２ 別表第３－２

別表第３－２（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

非木造住宅段階的耐震改修支援事業

市町村

既存非木造住宅(戸建住宅及び併用住宅に限る)の所有者等が建設業者に依頼して段階的に行
う非木造住宅耐震改修工事に要する経費（高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の検査又は
同等の検査を受ける経費を含む）

限度額

1,271,000円/戸

耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し
補助対象経費から除外する。

利子補給制度（注２）を利用しないこと。

４分の１以内

ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編第１章イ-１６-(１２)-①
第3項に規定する基礎額と市町村が補助する額との差については２分の１以内

（注２）利子補給制度とは、独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐震化改修融資への利子補給
制度をいう。

補助対象経費

次に掲げる事項の全てに該当するもの

一級建築士又は二級建築士が、耐震改修工事の現場確認等を実施するもの

非木造住宅耐震診断補助事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第
３条第１項第１号の規定に基づく耐震診断費補助事業、一級建築士、二級建築士による
診断の結果「倒壊し､又は崩壊する危険性がある」とされた住宅に係るもの

耐震改修工事により、一級建築士又は二級建築士により「安全性が向上した」ことが確
認されたもの
申込時に、段階的耐震改修事業を行う理由書、及びいずれ建築士により示された耐震改
修計画を実施することの誓約書が提出されていること。

既存非木造住宅所有者等の経済的負担を軽減する目的であって、代理受領制度等（注
１）を導入している市町村であること

対象となる既存住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、
法令違反を是正する場合を除く。

補助率

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注１）代理受領制度等とは、補助金申請者が補助金交付の請求及び受領を、耐震改修設計を行った登録設
計事務所又は耐震改修工事を行った登録工務店に委任することができる制度、または同等の制度のことをい
う

補助要件

別表第３－２（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

①

②

③

④

⑤

⑥

非木造住宅段階的耐震改修支援事業

市町村

既存非木造住宅(戸建住宅及び併用住宅に限る)の所有者等が建設業者に依頼して段階的に行
う非木造住宅耐震改修工事に要する経費（高知県住宅・建築物耐震改修支援機関の検査又は
同等の検査を受ける経費を含む）

限度額

1,271,000円/戸

耐震補強に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し
補助対象経費から除外する。

次に掲げる事項の全てに該当するもの

一級建築士又は二級建築士が、耐震改修工事の現場確認等を実施するもの

非木造住宅耐震診断補助事業、高知県建築物耐震対策緊急促進事業費補助金交付要綱第
３条第１項第１号の規定に基づく耐震診断費補助事業、一級建築士、二級建築士による
診断の結果「倒壊し､又は崩壊する危険性がある」とされた住宅に係るもの

耐震改修工事により、一級建築士又は二級建築士により「安全性が向上した」ことが確
認されたもの
申込時に、段階的耐震改修事業を行う理由書、及びいずれ建築士により示された耐震改
修計画を実施することの誓約書が提出されていること。

既存非木造住宅所有者等の経済的負担を軽減する目的であって、代理受領制度等（注）
を導入している市町村であること

対象となる既存住宅に、明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い、
法令違反を是正する場合を除く。

補助率

４分の１以内
ただし、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編第１章イ-１６-(１２)-①
第3項に規定する基礎額と市町村が補助する額との差については２分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注）代理受領制度等とは、補助金申請者が補助金交付の請求及び受領を、耐震改修設計を行った登録
　　設計事務所又は耐震改修工事を行った登録工務店に委任することができる制度、または同等の制度
　　のことをいう

補助要件



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

別表第４～５（略）

別表第６

別表第４～５（略）

別表第６

別表第６（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

市町村が所有者に補助する場合

老朽住宅等（注）の除却を行う所有者に対し
除却に要する費用について補助する費用

限度額 限度額 限度額

1,675,000円／件 1,675,000円／件
補助事業に着手する日が属する年度において
国土交通大臣が定める住宅局所管事業に係る

標準建設費等のうちの除却工事費

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成
26年法律第127号）第22条第９項又は第10項
の規定に基づく特定空家等の除却の代執行で
あって、除却する特定空家等が次のいずれか
に該当するものであること。
①地域防災計画に位置付けられた緊急
　輸送道路の沿道に位置するもの
②災害対策基本法に基づき指定された
　指定避難所又は指定緊急避難場所に
　隣接するもの

老朽住宅等除却事業

市町村

市町村が除却する場合

老朽住宅等（注）の除却に要する費用

除却する老朽住宅等が次のいずれかに該当するものであること。
①地域防災計画（災害対策基本法第２条第10号）に位置付け
　られた緊急輸送道路若しくは避難路の沿道に位置するもの
②耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律
　（平成７年法律第123号）第５条第１項及び第６条第１
　項）に位置付けられた避難路の沿道に位置するもの
③市町村が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の
　沿道に位置するもの
④住宅などが立ち並ぶ地域に位置するもの

当該老朽住宅等の所有者又は市町村が、建設業者（建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の許可を受け
て建設業を営む者に限る。）若しくは、解体工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12
年法律第104号）第21条第１項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。）に依頼して行う除却であること。

市町村が所有者に補助する場合にあっては、不動産販売、不動産貸付又は駐車場運営等を業とする者が、この業
のために行う除却でないこと。

市町村が除却を代執行する場合にあっては、代執行に係る債権の全部又は一部について回収が見込まれないこ
と。

市町村が除却を代執行する場合にあっては、事業完了後に、代執行に係る債権の全部又は一部を回収した場合
は、当該回収額のうち補助金に相当する額を返還すること。

４分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

　①木造等においては別添測定基準表１の評点の合計が１００点以上のもの
　②鉄筋コンクリート造においては別添測定基準表２の評点の合計が１００点以上のもの
　③コンクリートブロック造等においては別添測定基準表３の評点の合計が１００点以上のもの
　④空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）第６条第１項に規定
　　する空家等対策計画に基づき除却が行われるものであって、次のいずれかに該当するもの
　　イ　空家法第２条第１項に規定する空家等（除却後の跡地が地域活性化のために１年以上供されるものに限る。）
　　ロ　空家法第２条第２項に規定する特定空家等

補助対象経費

補助要件

補助率

（注）「老朽住宅等」とは以下のいずれかをいい、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
　　ただし、④ロにおいては、除却を自ら行うことが困難な所有者から寄附等により市町村が譲り受けた特定空家等
　　を含む。

別表第６（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

老朽住宅等除却事業

市町村

限度額

　①木造等においては別添測定基準表１の評点の合計が１００点以上のもの
　②鉄筋コンクリート造においては別添測定基準表２の評点の合計が１００点以上のもの
　③コンクリートブロック造等においては別添測定基準表３の評点の合計が１００点以上のもの
　④空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下「空家法」という。）第
　　６条第１項に規定する空家等対策計画に基づき除却が行われるものであって、次のいずれか
　　に該当するもの
　　イ　空家法第２条第１項に規定する空家等（除却後の跡地が地域活性化のために１年以上
　　　供されるものに限る。）
　　ロ　空家法第２条第２項に規定する特定空家等

補助対象経費

老朽住宅等（注）を、所有者又は市町村が建設業者（建設業法（昭和２４年法
律第１００号）第３条第１項の許可を受けて建設業を営む者に限る。）若しく
は、解体工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２
年法律第１０４号）第２１条第１項の登録を受けて解体工事業を営む者に限
る。）に依頼して行う当該住宅等の除却に要する経費

1,675,000円／件

補助要件

地域防災計画（災害対策基本法第２条第10号）に位置付けられた緊急輸送道路
若しくは避難路、耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律
（平成７年法律第１２３号）第５条第１項及び第６条第１項）に位置付けられ
た避難路又は市町村が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位
置する老朽化した住宅等又は住宅などが立ち並ぶ地域に位置する老朽化した住
宅等の除却を行うもの

補助率
４分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注）「老朽住宅等」とは以下のいずれかをいい、国、地方公共団体その他公の機関が所有する
　　ものを除く。ただし、④ロにおいては、除却を自ら行うことが困難な所有者から寄附等により
　　市町村が譲り受けた特定空家等を含む。



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

別表第７ 別表第７

別表第７（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

①

②

③

④

⑤

⑥

空き家活用促進事業

市町村

限度額

次に掲げる事項の全てに該当するもの

改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されているもの。

改修後の断熱等性能等級が３以上である、又は断熱改修工事（別添空き家活用リフォー
ム設計基準【標準型】）を実施するもの。

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0以上である等、耐震改修工事及び断熱改修工事を実
施する必要がない場合にあっては、高齢化対応等、居住環境の向上に資する以下のいず
れか一以上の工事を含めた改修工事（注２）を実施するもの。

ア　バリアフリー工事
イ　トイレの水洗化工事
ウ　内装木質化工事

借り受ける空き家については、事業完了後、補助事業者が公的住宅等として10年間以上
活用する賃貸借契約を締結するもの。

対象となる空き家に、明らかな法令違反がないこと（ただし、改修工事等に伴い、法令
違反を是正する場合を除く。）。

当該事業を同一年度内に５以上実施する市町村にあっては、１以上を「こうち健康・省
エネ住宅」として再生する市町村に限る。

公的賃貸住宅型
（中間管理住宅）

市町村が所有する又は借り受ける空き家（公営住宅を除く。）を、公的住宅等（注１）とし
て活用するために行う改修設計、改修工事等に要する経費

11,000,000円／戸

（ただし、こうち健康・省エネ住宅として再生する場合は、11,800,000円／戸）

補助率

４分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注１）公的住宅等のうち「就寝の用に供する居室を存し、かつ、地域活性化のための計画的利用に供される
　　　　建築物」は、滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等に限る。
（注２）改修工事は、別添の空き家活用リフォーム設計基準に基づく工事とする。

補助対象経費

補助要件

別表第７（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

①

②

③

④

⑤

⑥

空き家活用促進事業

市町村

限度額

次に掲げる事項の全てに該当するもの

改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されているもの。

改修後の断熱等性能等級が３以上である、又は断熱改修工事（別添空き家活用リフォー
ム設計基準【標準型】）を実施するもの。

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0以上である等、耐震改修工事及び断熱改修工事を実
施する必要がない場合にあっては、高齢化対応等、居住環境の向上に資する以下のいず
れか一以上の工事を含めた改修工事（注２）を実施するもの。

ア　バリアフリー工事
イ　トイレの水洗化工事
ウ　内装木質化工事

借り受ける空き家については、事業完了後、補助事業者が公的住宅等として10年間以上
活用する賃貸借契約を締結するもの。

対象となる空き家に、明らかな法令違反がないこと（ただし、改修工事等に伴い、法令
違反を是正する場合を除く。）。

当該事業を同一年度内に５以上実施する市町村にあっては、１以上を「こうち健康・省
エネ住宅」として再生する市町村に限る。

公的賃貸住宅型
（中間管理住宅）

市町村が所有する又は借り受ける空き家（公営住宅を除く。）を、公的住宅等（注１）とし
て活用するために行う改修設計、改修工事等に要する経費

9,324,000円／戸

（ただし、こうち健康・省エネ住宅として再生する場合は、10,000,000円／戸）

補助率

４分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注１）公的住宅等のうち「就寝の用に供する居室を存し、かつ、地域活性化のための計画的利用に供される
　　　　建築物」は、滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等に限る。
（注２）改修工事は、別添の空き家活用リフォーム設計基準に基づく工事とする。

補助対象経費

補助要件



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

別表第８～15（略）

別表第 16

別表第８～15（略）

（新設）

別表第16（第３条関係）

補助事業名

補助事業者

木造住宅除却費補助事業

市町村

耐震性の低い木造の既存住宅（注１）の除却に要する経費の23％。
ただし、当該住宅の除却に要する経費は、耐震改修等に要する費用相当額（注
２）以内とする。

限度額

300,000円/戸

耐震性の低い木造の既存住宅が次のいずれかに該当するものであること。
①地域防災計画（災害対策基本法第２条第10号）に位置付けられた緊急輸送道
　路若しくは避難路の沿道に位置するもの
②耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第
　123号）第５条第１項及び第６条第１項）に位置付けられた避難路の沿道に位
　置するもの
③市町村が定める津波避難計画に位置付けられた避難路の沿道に位置するもの
④住宅などが立ち並ぶ地域に位置するもの

当該住宅の所有者が建設業者（建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項
の許可を受けて建設業を営む者に限る。）若しくは、解体工事業者（建設工事
に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第21条第１項の
登録を受けて解体工事業を営む者に限る。）に依頼して行う除却であること。
また、不動産販売、不動産貸付又は駐車場運営等を業とする者が、この業のた
めに行う除却でないこと。

４分の１以内

補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

（注１）「耐震性の低い木造の既存住宅」とは以下のいずれかをいう。

　①木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点のうち最小の値が１．０未満と診断された木造の既存
住宅。

　②令和６年１月３０日国住市第４０号　住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造
住宅の除却における耐震診断について（技術的助言）別添「旧耐震基準の木造住宅の除却における
容易な耐震診断調査票」を活用し、補助事業者が倒壊の危険性があると判断した木造の既存住宅。

（注２）耐震改修等に要する費用相当額は、当該住宅の延床面積に、社会資本整備総合交付金交付
要綱附属第Ⅲ編第１章イ-１６-(１２)-①第３項に規定する交付対象限度額を乗じたもの。

補助対象経費

補助要件

補助率



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

点検表１ 補強コンクリートブロック塀の点検表（略）

点検表２ 組積造の塀の点検表（略）

測定基準表１ 木造の住宅等の老朽度の測定基準（略）

測定基準表２ 鉄筋コンクリート造の住宅等の老朽度の測定基準（略）

測定基準表３ コンクリートブロック造の住宅等の老朽度の測定基準（略）

別添 空き家活用リフォーム設計基準（略）

別表 断熱改修設計基準（略）

別記第１号様式（略）

第２号様式（略）

点検表１ 補強コンクリートブロック塀の点検表（略）

点検表２ 組積造の塀の点検表（略）

測定基準表１ 木造の住宅等の老朽度の測定基準（略）

測定基準表２ 鉄筋コンクリート造の住宅等の老朽度の測定基準（略）

測定基準表３ コンクリートブロック造の住宅等の老朽度の測定基準（略）

別添 空き家活用リフォーム設計基準（略）

別表 断熱改修設計基準（略）

別記第１号様式（略）

第２号様式（略）



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

別記第１号様式及び第２号様式 別紙１ 別記第１号様式及び第２号様式 別紙１
別紙１

住宅耐震化促進事業計画書兼交付申請額内訳書

自

至

（単位：円）

補助対象外

補助
率

金額
（交付申請額）

Ｈ 住宅耐震対策市町村緊急支援事業

① 戸別訪問

※住宅耐震対策市町村緊急支援事業については、事業内容が分かる資料を添付すること。

Ｋ がけ地近接等危険住宅移転事業

① 危険住宅の除却

事業費内訳（単位：円）

補助対象

県補助金

小計

小計

小計

小計

事業主体名
実施予定

期間

事業量

事業費
（ 単位：円）

摘要内、共同
住宅及び
長屋住宅
（棟）

国庫補助金 市町村費 その他

総事業費

Ａ 木造住宅耐震化促進事業 ①診断事業
戸 棟 棟

 1/4

②設計費補助事業
戸 棟 棟

 3/4

③改修費補助事業
戸 棟 棟

 1/4

 1/2

計

Ｂ 非木造住宅耐震化促進事業 ①診断事業
戸 棟 棟

 1/4

②設計費補助事業
戸 棟 棟

 3/4

③改修費補助事業
戸 棟 棟

 1/4

 1/2

計

Ｃ 木造住宅段階的耐震改修支援事業
戸 棟 棟

 1/4

 1/2

D 非木造住宅段階的耐震改修支援事業
戸 棟 棟

 1/4

 1/2

Ｅ コンクリートブロック塀安全対策事業
件

 1/4

Ｆ 老朽住宅等除却事業
件

 1/4

Ｇ 空き家活用促進事業
戸 棟 棟

 1/4

こうち健康・省エネ住宅仕様
戸 棟 棟

 1/4

計

件

② 地区カルテの策定
件

③ 減災に寄与する住み替え等に関する調査
件

④ 出張説明会
件

⑤ その他
件

計  1/4

Ｉ 空き家対策市町村緊急支援事業
戸

 1/4

Ｊ 空き家活用費補助事業
戸 棟 棟

 1/3

戸

② 建設又は購入
戸

③ 土地取得
戸

④ 敷地造成
戸

計  1/4

Ｌ 住宅等土砂災害対策促進事業
戸

 1/4

Ｍ 家具等安全対策支援事業
戸

 1/4

Ｎ 空き家活用シェアオフィス等整備支援事業
室

 1/4

O 瓦屋根改修事業 ①診断費補助事業
棟

 1/4

②改修費補助事業
棟

 1/4

計

P 木造住宅除却費補助事業
戸 棟 棟

 1/4

別紙１

住宅耐震化促進事業計画書兼交付申請額内訳書

自

至

（単位：円）

補助
率

金額
（交付申請額）

Ｈ 住宅耐震対策市町村緊急支援事業

① 戸別訪問

※住宅耐震対策市町村緊急支援事業については、事業内容が分かる資料を添付すること。

Ｋ がけ地近接等危険住宅移転事業

① 危険住宅の除却

事業量 事業費内訳（単位：円）

県補助金

小計

小計

事業主体名
実施予定

期間

事業費
（補助対象金額）

（単位：円）

摘要
内、共同
住宅及び
長屋住宅
（棟）

国庫補助金 市町村費 その他

総事業費

Ａ 木造住宅耐震化促進事業 ①診断事業
戸 棟 棟

 1/4

②設計費補助事業
戸 棟 棟

 3/4

③改修費補助事業
戸 棟 棟

 1/4

 1/2

計

Ｂ 非木造住宅耐震化促進事業 ①診断事業
戸 棟 棟

 1/4

②設計費補助事業
戸 棟 棟

 3/4

③改修費補助事業
戸 棟 棟

 1/4

 1/2

計

Ｃ 木造住宅段階的耐震改修支援事業
戸 棟 棟

 1/4

Ｄ 非木造住宅段階的耐震改修支援事業
戸 棟 棟

 1/4

Ｅ コンクリートブロック塀安全対策事業
件

 1/4

Ｆ 老朽住宅等除却事業
件

 1/4

Ｇ 空き家活用促進事業
戸 棟 棟

 1/4

こうち健康・省エネ住宅仕様
戸 棟 棟

 1/4

計

件

② 地区カルテの策定
件

③ 減災に寄与する住み替え等に関する調査
件

④ 出張説明会
件

⑤ その他
件

計  1/4

Ｉ 空き家対策市町村緊急支援事業
戸

 1/4

Ｊ 空き家活用費補助事業
戸 棟 棟

 1/3

戸

② 建設又は購入
戸

③ 土地取得
戸

④ 敷地造成
戸

計  1/4

Ｌ 住宅等土砂災害対策促進事業
戸

 1/4

Ｍ 家具等安全対策支援事業
戸

 1/4

Ｎ 空き家活用シェアオフィス等整備支援事業
室

 1/4

O 瓦屋根改修事業 ①診断費補助事業
棟

 1/4

②改修費補助事業
棟

 1/4

計



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

別記第１号様式及び第２号様式 別紙２（略）

第３号様式（略）

第４号様式

第１号様式及び第２号様式 別紙２（略）

第３号様式（略）

第４号様式

第４号様式（第５条関係）

第 号

年 月 日

　　　高 知 県 知 事  様

１

２

３

Ａ - ① 件 件

Ａ - ② 件 件

Ａ - ③ 件 件

Ｂ - ① 件 件

Ｂ - ② 件 件

Ｂ - ③ 件 件

Ｃ 件 件

Ｄ 件 件

Ｅ 件 件

Ｆ 件 件

Ｇ 件 件

Ｈ ％

Ｉ ％

Ｊ 件 件

Ｋ 件 件

Ｌ 件 件

Ｍ 件 件

Ｎ 件 件

O - ① 件 件

O - ② 件 件

P 件 件

４ 年 月 日

市 町 村 長

高知県住宅耐震化促進事業実施期間延長承認申請書

令 和 年 月 日 付 け 高 知 県 指 令 高 知 住 宅 第 号 で 交 付 の 決 定 を 受 け ま

し た 高 知 県 住 宅 耐 震 化 促 進 事 業 費 補 助 金 に つ い て 、 年 度 内 に 完 了 す る こ と が で き

な く な り ま し た の で 、 高 知 県 住 宅 耐 震 化 促 進 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ５ 条 第 ５

号 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 事 業 実 施 期 間 の 延 長 を 申 請 し ま す 。

記

補助事業の名称 高知県住宅耐震化促進事業

年度内の完了が困難となった理由

事業の実施状況

実施 未実施

木造住宅耐震診断事業

木造住宅耐震改修設計費補助事業

木造住宅耐震改修費補助事業

非木造住宅耐震診断費補助事業

非木造住宅耐震改修設計費補助事業

非木造住宅耐震改修費補助事業

木造住宅段階的耐震改修支援事業

非木造住宅段階的耐震改修支援事業

コンクリートブロック塀安全対策事業

老朽住宅等除却事業

空き家活用促進事業

住宅耐震対策市町村緊急支援事業 ―

空き家対策市町村緊急支援事業 ―

空き家活用費補助事業

がけ地近接等危険住宅移転事業

住宅等土砂災害対策促進事業

家具等安全対策支援事業

空き家活用シェアオフィス等整備支援事業

瓦屋根診断費補助事業

瓦屋根改修費補助事業

木造住宅除却費補助事業

事業の完了予定年月日

第４号様式（第５条関係）

第 号

年 月 日

　　　高 知 県 知 事  様

１

２

３

Ａ - ① 件 件

Ａ - ② 件 件

Ａ - ③ 件 件

Ｂ - ① 件 件

Ｂ - ② 件 件

Ｂ - ③ 件 件

Ｃ 件 件

Ｄ 件 件

Ｅ 件 件

Ｆ 件 件

Ｇ 件 件

Ｈ ％

Ｉ ％

Ｊ 件 件

Ｋ 件 件

Ｌ 件 件

Ｍ 件 件

Ｎ 件 件

O - ① 件 件

O - ② 件 件

４ 年 月 日

市 町 村 長

高知県住宅耐震化促進事業実施期間延長承認申請書

令 和 年 月 日 付 け 高 知 県 指 令 高 知 住 宅 第 号 で 交 付 の 決 定 を 受 け ま

し た 高 知 県 住 宅 耐 震 化 促 進 事 業 費 補 助 金 に つ い て 、 年 度 内 に 完 了 す る こ と が で き

な く な り ま し た の で 、 高 知 県 住 宅 耐 震 化 促 進 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ５ 条 第 ５

号 の 規 定 に よ り 、 下 記 の と お り 事 業 実 施 期 間 の 延 長 を 申 請 し ま す 。

記

補助事業の名称 高知県住宅耐震化促進事業

年度内の完了が困難となった理由

事業の実施状況

実施 未実施

木造住宅耐震診断事業

木造住宅耐震改修設計費補助事業

木造住宅耐震改修費補助事業

非木造住宅耐震診断費補助事業

非木造住宅耐震改修設計費補助事業

非木造住宅耐震改修費補助事業

木造住宅段階的耐震改修支援事業

非木造住宅段階的耐震改修支援事業

コンクリートブロック塀安全対策事業

老朽住宅等除却事業

空き家活用促進事業

住宅耐震対策市町村緊急支援事業 ―

空き家対策市町村緊急支援事業 ―

空き家活用費補助事業

がけ地近接等危険住宅移転事業

住宅等土砂災害対策促進事業

家具等安全対策支援事業

空き家活用シェアオフィス等整備支援事業

瓦屋根診断費補助事業

瓦屋根改修費補助事業

事業の完了予定年月日



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第５号様式 第５号様式

第５号様式（第９条関係）

第 号　

年 月 日　

様

１ 補助金の交付決定額及び精算額

補助金交付決定額 円

補助金出来高額 円

２ 補助事業の実施期間 自 年 月 日

至 年 月 日

３ 補助事業の内訳

別添のとおり（別紙１から別紙13まで）

高知県知事

市 町 村 長

完　了　実　績　報　告　書

年度高知県住宅耐震化促進事業費補助金に係る補助事業が完了しましたので、

高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱第９条第１項の規定により、下記のとおり

報告します。

記

第５号様式（第９条関係）

第 号　

年 月 日　

様

１ 補助金の交付決定額及び精算額

補助金交付決定額 円

補助金出来高額 円

２ 補助事業の実施期間 自 年 月 日

至 年 月 日

３ 補助事業の内訳

別添のとおり（別紙１から別紙12まで）

高知県知事

市 町 村 長

完　了　実　績　報　告　書

年度高知県住宅耐震化促進事業費補助金に係る補助事業が完了しましたので、

高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱第９条第１項の規定により、下記のとおり

報告します。

記



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第５号様式 別紙１ 第５号様式 別紙１

別紙１
高知県住宅耐震化促進事業費精算内訳書

年度 （単位：円）
交付決定額

(Ａ)
精算補助対象金額

(Ｃ)
精算補助金額

(Ｄ)

不用額(Ｅ)
((Ａ)-(Ｃ))

摘要

戸

戸

③改修費補助事業 ア 改修-a（標準型） 戸

ア 改修-b（特殊型） 戸

イ 非現地建替え 戸

戸

戸

③改修費補助事業 ア 改修-a（標準型） 戸

イ 非現地建替え 戸

戸

戸

Ｅ コンクリートブロック塀安全対策事業 件

件

戸

戸

件

件

Ｍ 家具等安全対策支援事業 戸

Ｎ 空き家活用シェアオフィス等整備支援事業 室

棟

棟

P 戸

事業内容
事業量
(Ｂ)

総事業費

Ａ 木造住宅耐震化促進事業

①診断事業

②設計費補助事業

Ｂ 非木造住宅耐震化促進事業

①診断事業

②設計費補助事業

Ｃ 木造住宅段階的耐震改修支援事業

Ｄ 非木造住宅段階的耐震改修支援事業

Ｆ 老朽住宅等除却事業

Ｇ 空き家活用促進事業

Ｈ 住宅耐震対策市町村緊急支援事業

Ｉ 空き家対策市町村緊急支援事業

Ｊ 空き家活用費補助事業

Ｋ がけ地近接等危険住宅移転事業

Ｌ 住宅等土砂災害対策促進事業

Ｏ 瓦屋根改修事業

①診断費補助事業

②改修費補助事業

木造住宅除却費補助事業

別紙１
高知県住宅耐震化促進事業費精算内訳書

年度 （単位：円）
交付決定額

(Ａ)
精算補助対象金額

(Ｃ)
精算補助金額

(Ｄ)

不用額(Ｅ)
((Ａ)-(Ｃ))

摘要

戸

戸

③改修費補助事業 ア 改修-a（標準型） 戸

ア 改修-b（特殊型） 戸

イ 非現地建替え 戸

戸

戸

③改修費補助事業 ア 改修-a（標準型） 戸

イ 非現地建替え 戸

戸

戸

Ｅ コンクリートブロック塀安全対策事業 件

件

戸

戸

件

件

Ｍ 家具等安全対策支援事業 戸

Ｎ 空き家活用シェアオフィス等整備支援事業 室

棟

棟

事業内容
事業量
(Ｂ)

総事業費

Ａ 木造住宅耐震化促進事業

①診断事業

②設計費補助事業

Ｂ 非木造住宅耐震化促進事業

①診断事業

②設計費補助事業

Ｃ 木造住宅段階的耐震改修支援事業

Ｄ 非木造住宅段階的耐震改修支援事業

Ｆ 老朽住宅等除却事業

Ｇ 空き家活用促進事業

Ｈ 住宅耐震対策市町村緊急支援事業

Ｉ 空き家対策市町村緊急支援事業

Ｊ 空き家活用費補助事業

Ｋ がけ地近接等危険住宅移転事業

Ｌ 住宅等土砂災害対策促進事業

Ｏ 瓦屋根改修事業

①診断費補助事業

②改修費補助事業



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第６号様式 第６号様式

第６号様式（第９条関係）

第 号　

年 月 日　

様

１ 年 月 日

２ 補助金の交付決定額及び出来高金額

補助金交付決定額 円

補助金出来高額 円

３

別添のとおり（別紙１から別紙13まで）

高知県知事

市 町 村 長

年度高知県住宅耐震化促進事業年度終了報告書

年度高 知 県住宅 耐震化 促進事業 費補助 金に係る 事業の 年度にお け る実 績につ い て 、高 知

県住 宅 耐震 化 促進 事 業費 補 助金 交 付要 綱 第９ 条 第２ 項 の規 定 によ り 、下 記 のと お り報 告 し

ます。

記

事業の完了予定年月日

出来高確認書

第６号様式（第９条関係）

第 号　

年 月 日　

様

１ 年 月 日

２ 補助金の交付決定額及び出来高金額

補助金交付決定額 円

補助金出来高額 円

３

別添のとおり（別紙１から別紙12まで）

高知県知事

市 町 村 長

年度高知県住宅耐震化促進事業年度終了報告書

年度高 知 県住宅 耐震化 促進事業 費補助 金に係る 事業の 年度にお け る実 績につ い て 、高 知

県住 宅 耐震 化 促進 事 業費 補 助金 交 付要 綱 第９ 条 第２ 項 の規 定 によ り 、下 記 のと お り報 告 し

ます。

記

事業の完了予定年月日

出来高確認書



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第６号様式 別紙１ 第６号様式 別紙１
別紙１

高知県住宅耐震化促進事業費精算内訳書
年度 （単位：円）

交付決定額
(Ａ)

精算補助対象金額
(Ｃ)

精算補助金額

(Ｄ)

繰越額(Ｅ)
((Ａ)-(Ｃ))

摘要

戸

戸

③改修費補助事業 ア 改修-a（標準型） 戸

ア 改修-b（特殊型） 戸

イ 非現地建替え 戸

戸

戸

③改修費補助事業 ア 改修-a（標準型） 戸

イ 非現地建替え 戸

戸

戸

Ｅ コンクリートブロック塀安全対策事業 件

件

戸

戸

件

件

Ｍ 家具等安全対策支援事業 戸

室

棟

棟

P 戸

事業内容
事業量
(Ｂ)

総事業費

Ａ 木造住宅耐震化促進事業

①診断事業

②設計費補助事業

Ｂ 非木造住宅耐震化促進事業

①診断事業

②設計費補助事業

Ｃ 木造住宅段階的耐震改修支援事業

Ｄ 非木造住宅段階的耐震改修支援事業

Ｆ 老朽住宅等除却事業

Ｇ 空き家活用促進事業

Ｈ 住宅耐震対策市町村緊急支援事業

Ｉ 空き家対策市町村緊急支援事業

Ｊ 空き家活用費補助事業

Ｋ がけ地近接等危険住宅移転事業

Ｌ 住宅等土砂災害対策促進事業

Ｎ 空き家活用シェアオフィス等整備支援事業

Ｏ 瓦屋根改修事業

①診断費補助事業

②改修費補助事業

木造住宅除却費補助事業

別紙１
高知県住宅耐震化促進事業費精算内訳書

年度 （単位：円）
交付決定額

(Ａ)
精算補助対象金額

(Ｃ)
精算補助金額

(Ｄ)

繰越額(Ｅ)
((Ａ)-(Ｃ))

摘要

戸

戸

③改修費補助事業 ア 改修-a（標準型） 戸

ア 改修-b（特殊型） 戸

イ 非現地建替え 戸

戸

戸

③改修費補助事業 ア 改修-a（標準型） 戸

イ 非現地建替え 戸

戸

戸

Ｅ コンクリートブロック塀安全対策事業 件

件

戸

戸

件

件

Ｍ 家具等安全対策支援事業 戸

室

棟

棟

事業内容
事業量
(Ｂ)

総事業費

Ａ 木造住宅耐震化促進事業

①診断事業

②設計費補助事業

Ｂ 非木造住宅耐震化促進事業

①診断事業

②設計費補助事業

Ｃ 木造住宅段階的耐震改修支援事業

Ｄ 非木造住宅段階的耐震改修支援事業

Ｆ 老朽住宅等除却事業

Ｇ 空き家活用促進事業

Ｈ 住宅耐震対策市町村緊急支援事業

Ｉ 空き家対策市町村緊急支援事業

Ｊ 空き家活用費補助事業

Ｋ がけ地近接等危険住宅移転事業

Ｌ 住宅等土砂災害対策促進事業

Ｎ 空き家活用シェアオフィス等整備支援事業

Ｏ 瓦屋根改修事業

①診断費補助事業

②改修費補助事業



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第５号様式及び第６号様式 別紙２ 第５号様式及び第６号様式 別紙２

別紙２

Ａ 木造住宅耐震化促進事業 （①診断事業、②設計費補助事業）

Ｂ 非木造住宅耐震化促進事業 （①診断事業、②設計費補助事業）
(単位：円）

構造種別 事業種別 住宅種別

・木造

・非木造

・診断

・設計

・戸建等

(戸建及び併用)

・共同等

(共同及び長屋)

棟

数

戸

数

Ａ木造住宅耐震

Ａ木造住宅耐震改修

Ｂ非木造住宅耐震

Ｂ非木造住宅耐震改修

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度
事業量

(Ｂ)

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

①診断事業　計

②設計費補助事業　計

①診断費補助事業　計

②設計費補助事業　計

※マンション（共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上であり、

かつ、地階を除く階数が３階以上の住宅）は別途算定する。

市町村名

市町村

補助額

(円/戸）

家屋番号

（件名番号、相手方等）

事業費

①

対象外

経費

②

精算補助
対象金額

(Ｃ)

(①-②又は

補助限度額)

補助率

③

精算補助

金額

(Ｄ)

摘要

別紙２

Ａ 木造住宅耐震化促進事業 （①診断事業、②設計費補助事業）

Ｂ 非木造住宅耐震化促進事業 （①診断事業、②設計費補助事業）
(単位：円）

構造種別 事業種別 住宅種別

・木造

・非木造

・診断

・設計

・戸建等

(戸建及び併用)

・共同等

(共同及び長屋)

棟

数

戸

数

Ａ木造住宅耐震

Ａ木造住宅耐震改修

Ｂ非木造住宅耐震

Ｂ非木造住宅耐震改修

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度
事業量

(Ｂ)

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

①診断事業　計

②設計費補助事業　計

①診断費補助事業　計

②設計費補助事業　計

※マンション（共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上であり、

かつ、地階を除く階数が３階以上の住宅）は別途算定する。

市町村名
補助限度額

(円/戸）

家屋番号

（件名番号、相手方等）

事業費

①

対象外

経費

②

精算補助
対象金額

(Ｃ)

(①-②又は

補助限度額)

補助率

③

精算補助

金額

(Ｄ)

摘要



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第５号様式及び第６号様式 別紙３ 第５号様式及び第６号様式 別紙３

別紙３

Ａ 木造住宅耐震化促進事業 （③改修費補助事業）

Ｂ 非木造住宅耐震化促進事業 （③改修費補助事業）
(単位：円）

構造種別 事業種別 住宅種別

・木造

・非木造

・ア 改修-a (標準型)

・ア 改修-b (特殊型)
・イ 非現地建替え

利子補給

制度の
利用

・戸建等
(戸建及び併用)

・共同等
(共同及び長屋)

棟

数

戸

数

Ａ 木造住宅耐震改修費補助事業　計

ア 改修-a（標準型）

ア 改修-b（特殊型）

イ 非現地建替え

Ｂ 非木造住宅耐震改修費補助事業　計

ア 改修-a（標準型）

イ 非現地建替え

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度
事業量

(Ｂ)

予算

(年号,
年)

実施

(年号,
年)

※マンション（共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ、地階を除く階数が３階

以上の住宅）は別途算定する。

市町村名
市町村
補助額

(円/戸）

家屋番号
（件名番号、

相手方等）

事業費

①

対象外
経費

②

精算補助

対象金額
(Ｃ)

(①-②又は
補助限度額)

精算補助
金額

(Ｄ)

摘要

別紙３

Ａ 木造住宅耐震化促進事業 （③改修費補助事業）

Ｂ 非木造住宅耐震化促進事業 （③改修費補助事業）
(単位：円）

構造種別 事業種別 住宅種別

・木造
・非木造

・ア 改修-a (標準型)
・ア 改修-b (特殊型)

・イ 非現地建替え

・戸建等

(戸建及び併用)
・共同等
(共同及び長屋)

棟
数

戸
数

Ａ 木造住宅耐震改修費補助事業　計

ア 改修-a（標準型）

ア 改修-b（特殊型）

イ 非現地建替え

Ｂ 非木造住宅耐震改修費補助事業　計

ア 改修-a（標準型）

イ 非現地建替え

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度
事業量
(Ｂ)

予算

(年号,
年)

実施

(年号,
年)

※マンション（共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000㎡以上であり、かつ、地階を
除く階数が３階以上の住宅）は別途算定する。

市町村名
補助限度額
(円/戸）

家屋番号
（件名番号、
相手方等）

事業費
①

対象外
経費
②

精算補助

対象金額
(Ｃ)

(①-②又は

補助限度額)

精算補助
金額
(Ｄ)



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第５号様式及び第６号様式 別紙４

第５号様式及び第６号様式 別紙５

第５号様式及び第６号様式 別紙４

第５号様式及び第６号様式 別紙５

別紙４

(単位：円）

構造種別 住宅種別

・木造
・非木造

・戸建等
(戸建及び併用)

・共同等

(共同及び長屋)

棟
数

戸
数

Ｃ 木造住宅段階的耐震改修支援事業 計

Ｄ 非木造住宅段階的耐震改修支援事業 計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

Ｃ 木造住宅段階的耐震改修支援事業
Ｄ 非木造住宅段階的耐震改修支援事業

年度
事業量

(Ｂ)

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

市町村名
補助限度額
(円/戸）

家屋番号
（件名番号、相手方等）

事業費
①

対象外
経費
②

精算補助

対象金額
(Ｃ)

(①-②又は

補助限度額)

補助率
③

精算補助
金額
(Ｄ)

((C)×③)

摘要

別紙４

(単位：円）

構造種別 住宅種別

・木造

・非木造

・戸建等

(戸建及び併用)

・共同等

(共同及び長屋)

棟
数

戸
数

Ｃ 木造住宅段階的耐震改修支援事業 計

Ｄ 非木造住宅段階的耐震改修支援事業 計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

Ｃ 木造住宅段階的耐震改修支援事業
Ｄ 非木造住宅段階的耐震改修支援事業

年度
事業量

(Ｂ)

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

市町村名

市町村

補助額
(円/戸）

家屋番号

（件名番号、相手方等）

事業費

①

対象外

経費
②

精算補助

対象金額

(Ｃ)
(①-②又は

補助限度額)

精算補助

金額
(Ｄ)

摘要

別紙５

(単位：円）

実施種別･内容

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀安全対策事業

　・ブロック塀

老朽住宅等除却事業
　・老朽住宅除却

がけ地近接等危険住宅移転事業
　・がけ地① 危険住宅の除却

　・がけ地② 建設又は購入
　・がけ地③ 土地取得

　・がけ地④ 敷地造成

住宅等土砂災害対策促進事業
　・土砂災害対策

家具等安全対策支援事業

コンクリートブロック塀安全対策事業 計

老朽住宅等除却事業 計

がけ地近接等危険住宅移転事業 計

住宅等土砂災害対策促進事業 計

家具等安全対策支援事業 計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

Ｅ コンクリートブロック塀安全対策事業
Ｆ 老朽住宅等除却事業
Ｋ がけ地近接等危険住宅移転事業
Ｌ 住宅等土砂災害対策促進事業
Ｍ 家具等安全対策支援事業

年度

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

Ｅ

Ｆ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

市町村名
県補助
限度額

(単価)

市町村
補助額

(単価)

件名（件名番号、相手方等）

戸

・
件

数

（
Ｂ

）

事業費
①

対象外
経費

②

精算補助

対象金額
(Ｃ)

(①-②又は
補助限度額)

補助率
③

精算補助
金額

(Ｄ)

摘要

別紙５

(単位：円）

実施種別･内容

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀安全対策事業

　・ブロック塀

老朽住宅等除却事業
　・老朽住宅除却

がけ地近接等危険住宅移転事業
　・がけ地① 危険住宅の除却

　・がけ地② 建設又は購入
　・がけ地③ 土地取得

　・がけ地④ 敷地造成

住宅等土砂災害対策促進事業
　・土砂災害対策

家具等安全対策支援事業

コンクリートブロック塀安全対策事業 計

老朽住宅等除却事業 計

がけ地近接等危険住宅移転事業 計

住宅等土砂災害対策促進事業 計

家具等安全対策支援事業 計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

Ｅ コンクリートブロック塀安全対策事業
Ｆ 老朽住宅等除却事業
Ｋ がけ地近接等危険住宅移転事業
Ｌ 住宅等土砂災害対策促進事業
Ｍ 家具等安全対策支援事業

年度

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

Ｅ

Ｆ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

市町村名
県補助
限度額

(単価)

市町村補助
限度額

(単価)

件名（件名番号、相手方等）

戸

・
件

数

（
Ｂ

）

事業費
①

対象外
経費

②

精算補助

対象金額
(Ｃ)

(①-②又は
補助限度額)

補助率
③

精算補助
金額

(Ｄ)

摘要



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第５号様式及び第６号様式 別紙６

第５号様式及び第６号様式 別紙７

第５号様式及び第６号様式 別紙６

第５号様式及び第６号様式 別紙７

別紙６

Ｇ 空き家活用促進事業

年度
(単位：円）

住宅種別 構造種別 改修種別 改修内容

設計 工事 事業費計

（円／戸）

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

Ｇ 空き家活用促進事業 計

（内、②こうち健康･省エネ住宅仕様）

事業量
(Ｂ)

年度 年度

予算年度
(年号,年)

実施年度
(年号,年)

予算年度
(年号,年)

実施年度
(年号,年)

市町村名 物件名

完成
・
未完
の別

県補助
限度額

①戸建及び併用
②共同及び長屋
③寄宿舎､ｼｪｱﾊｳｽ
④その他

①木造
②非木造

①標準
②こうち健
康・省エネ住
宅

①耐震改修
②断熱改修

③ア ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事
　イ ﾄｲﾚの水洗化工事
　ウ 内装木質化工事

棟数 戸数
事業費
①

対象外

経費
②

精算補助
対象金額

(C1)

（①-②）

事業費
①'

対象外

経費
②'

精算補助
対象金額

(C2)

（①'-②'）

精算補助
対象金額

(C3)

((C1)+(C2)又は

補助限度額)

当該年度
対象外
事業費
⑦

精算補助

対象金額
(Ｃ)

補助率
⑧

精算補助
金額
(D)

((C)×⑧)

摘要

別紙６

Ｇ 空き家活用促進事業

年度
(単位：円）

住宅種別 構造種別 改修種別 改修内容 補助限度額

設計 工事 事業費計

（円／戸）

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

Ｇ 空き家活用促進事業 計

（内、②こうち健康･省エネ住宅仕様）

事業量
(Ｂ)

年度 年度

予算年度
(年号,年)

実施年度
(年号,年)

予算年度
(年号,年)

実施年度
(年号,年)

市町村名 物件名

完成
・
未完
の別

①戸建及び併用
②共同及び長屋
③寄宿舎､ｼｪｱﾊｳｽ
④その他

①木造
②非木造

①標準
②こうち健
康・省エネ住
宅

①耐震改修
②断熱改修

③ア ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事
　イ ﾄｲﾚの水洗化工事
　ウ 内装木質化工事

棟数 戸数
事業費
①

対象外

経費
②

精算補助
対象金額

(C1)

（①-②）

事業費
①'

対象外

経費
②'

精算補助
対象金額

(C2)

（①'-②'）

精算補助
対象金額

(C3)

((C1)+(C2)又は

補助限度額)

当該年度
対象外
事業費
⑦

精算補助

対象金額
(Ｃ)

補助率
⑧

精算補助
金額
(D)

((C)×⑧)

摘要

別紙７

Ｈ 住宅耐震対策市町村緊急支援事業
Ｉ 空き家対策市町村緊急支援事業

(単位：円）

事業種別･内容

■住宅耐震対策

　①戸別訪問

　②地区カルテの作成
　③耐震化率の向上に寄与する住み替え

　　促進に関する調査、及び計画策定

　④出張説明会

　⑤その他（摘要欄に詳細記入）

■空き家対策

Ｈ 住宅耐震対策市町村緊急支援事業 計

Ｉ 空き家対策市町村緊急支援事業 　計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度

予算

(年号,

年)

実施

(年号,

年)

市町村名

県補助

限度額

(単価)

件名（件名番号、相手方等）

戸

・

回

数

（

B

）

事業費

①

対象外

経費

②

精算補助

対象金額

(Ｃ)

(①-②又は

補助限度額)

補助率

③

精算補助

金額

(Ｄ)

摘要

別紙７

Ｈ 住宅耐震対策市町村緊急支援事業
Ｉ 空き家対策市町村緊急支援事業

(単位：円）

事業種別･内容

■住宅耐震対策

　①戸別訪問

　②地区カルテの作成
　③耐震化率の向上に寄与する住み替え

　　促進に関する調査、及び計画策定

　④出張説明会

　⑤その他（摘要欄に詳細記入）

■空き家対策

Ｈ 住宅耐震対策市町村緊急支援事業 計

Ｉ 空き家対策市町村緊急支援事業 　計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度

予算

(年号,

年)

実施

(年号,

年)

市町村名
補助限度額

(単価)
件名（件名番号、相手方等）

戸

・

回

数

（

B

）

事業費

①

対象外

経費

②

精算補助

対象金額

(Ｃ)

(①-②又は

補助限度額)

補助率

③

精算補助

金額

(Ｄ)

摘要



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第５号様式及び第６号様式 別紙８

第５号様式及び第６号様式 別紙９

第５号様式及び第６号様式 別紙８

第５号様式及び第６号様式 別紙９

別紙８

Ｊ 空き家活用費補助事業
(単位：円）

住宅種別 構造種別
市町村
補助額

（円／戸）
①戸建及び併用
②共同及び長屋
③寄宿舎､ｼｪｱﾊｳｽ

④その他

①木造
②非木造

Ｊ 空き家活用費補助事業　計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度

予算
(年号,年)

実施
(年号,年)

市町村名 物件名 棟数 戸数
事業費

①

対象外
経費
②

精算補助

対象金額
(Ｃ)

(①-②又は

補助限度額)

補助率

③

精算補助
金額
(Ｄ)

摘要

別紙８

Ｊ 空き家活用費補助事業
(単位：円）

補助限度額 住宅種別 構造種別

（円／戸）

①戸建及び併用
②共同及び長屋
③寄宿舎､ｼｪｱﾊｳｽ

④その他

①木造
②非木造

Ｊ 空き家活用費補助事業　計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度

予算
(年号,年)

実施
(年号,年)

市町村名 物件名 棟数 戸数
事業費

①

対象外
経費
②

精算補助

対象金額
(Ｃ)

(①-②又は

補助限度額)

補助率

③

精算補助
金額
(Ｄ)

摘要

別紙９

Ｎ 空き家活用シェアオフィス等整備支援事業

年度
(単位：円）

構造種別 改修内容

設計 工事 事業費計

（円／室）

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

計

事業量
(Ｂ)

年度 年度

予算年度
(年号,年)

実施年度
(年号,年)

予算年度
(年号,年)

実施年度
(年号,年)

Ｎ 空き家活用シェアオフィス等整備支援事業

市町村名 物件名

完成
・
未完

の別

県補助
限度額

①木造
②非木造

①耐震改修
②断熱改修

③その他

棟数 室数
事業費

①

対象外
経費

②

精算補助
対象金額

(C1)

（①-②）

事業費
①'

対象外
経費

②'

精算補助
対象金額

(C2)

（①'-②'）

精算補助

対象金額

(C3)

((C1)+(C2)又は

補助限度額)

当該年度
対象外
事業費

⑦

精算補助
対象金額

(Ｃ)

補助率
⑧

精算補助
金額
(D)

((C)×⑧)

摘要

別紙９

Ｎ 空き家活用シェアオフィス等整備支援事業

年度
(単位：円）

構造種別 改修内容 補助限度額

設計 工事 事業費計

（円／室）

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

計

事業量
(Ｂ)

年度 年度

予算年度
(年号,年)

実施年度
(年号,年)

予算年度
(年号,年)

実施年度
(年号,年)

Ｎ 空き家活用シェアオフィス等整備支援事業

市町村名 物件名

完成
・
未完

の別①木造
②非木造

①耐震改修
②断熱改修

③その他

棟数 室数
事業費

①

対象外
経費

②

精算補助
対象金額

(C1)

（①-②）

事業費
①'

対象外
経費

②'

精算補助
対象金額

(C2)

（①'-②'）

精算補助

対象金額

(C3)

((C1)+(C2)又は

補助限度額)

当該年度
対象外
事業費

⑦

精算補助
対象金額

(Ｃ)

補助率
⑧

精算補助
金額
(D)

((C)×⑧)

摘要



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第５号様式及び第６号様式 別紙１０

第５号様式及び第６号様式 別紙１１

第５号様式及び第６号様式 別紙１０

第５号様式及び第６号様式 別紙１１

別紙10

Ｏ 瓦屋根補助事業 （①診断費補助事業） (単位：円）

実施種別･内容

瓦屋根補助事業

　① 瓦屋根診断費補助事業

Ｏ　瓦屋根補助事業 ①診断費補助事業 計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

市町村名
県補助
限度額

(単価)

市町村
補助額

(単価)

件名（件名番号、相手方等）
棟数

（Ｂ）
事業費

①

対象外
経費

②

精算補助

対象金額
(Ｃ)

(①-②又は
補助限度額)

補助率
③

精算補助
金額

(Ｄ)

摘要

別紙10

Ｏ 瓦屋根補助事業 （①診断費補助事業） (単位：円）

実施種別･内容

瓦屋根補助事業

　① 瓦屋根診断費補助事業

Ｏ　瓦屋根補助事業 ①診断費補助事業 計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

市町村名
県補助
限度額

(単価)

市町村補助
限度額

(単価)

件名（件名番号、相手方等）
棟数

（Ｂ）
事業費

①

対象外
経費

②

精算補助

対象金額
(Ｃ)

(①-②又は
補助限度額)

補助率
③

精算補助
金額

(Ｄ)

摘要

別紙11

Ｏ 瓦屋根補助事業 （②改修費補助事業） (単位：円）

実施種別･内容

瓦屋根補助事業

　② 瓦屋根改修費補助事業

Ｏ　瓦屋根補助事業 ②改修費補助事業 計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

市町村名

屋根

面積

（㎡）

県補助

限度額

(単価)

市町村

補助額

(単価)

件名（件名番号、相手方等）
棟数

（Ｂ）

事業費

①

対象外

経費

②

精算補助

対象金額

(Ｃ)

(①-②又は

補助限度額)

補助率

③

精算補助

金額

(Ｄ)

摘要

別紙11

Ｏ 瓦屋根補助事業 （②改修費補助事業） (単位：円）

実施種別･内容

瓦屋根補助事業

　② 瓦屋根改修費補助事業

Ｏ　瓦屋根補助事業 ②改修費補助事業 計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

市町村名

屋根

面積

（㎡）

県補助

限度額

(単価)

市町村補助

限度額

(単価)

件名（件名番号、相手方等）
棟数

（Ｂ）

事業費

①

対象外

経費

②

精算補助

対象金額

(Ｃ)

(①-②又は

補助限度額)

補助率

③

精算補助

金額

(Ｄ)

摘要



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第５号様式及び第６号様式 別紙１２

第５号様式及び第６号様式 別紙１３

（新設）

第５号様式及び第６号様式 別紙１２

別紙12

P 木造住宅除却費補助事業 (単位：円）

棟

数

戸

数

P　木造住宅除却費補助事業 計

（注）事業量に合わせて適宜 行を追加してください。

年度
事業量

(Ｂ)

予算

(年号,年)

実施

(年号,年)

市町村名

延床

面積

（㎡）

県補助

限度額

(単価)

市町村

補助額

(単価)

件名（件名番号、相手方等）
事業費

①

対象外

経費

②

精算補助

対象金額

(Ｃ)

(①-②又は
補助限度額)

補助率

③

精算補助

金額

(Ｄ)

摘要

別紙13

1　収入の部
（単位：円）

区 分 予 算 額 決 算 額 増 減 額 摘 要

県 費 補 助 金

国 庫 補 助 金

市町村費

その他

計

2　支出の部

区 分 予 算 額 決 算 額 増 減 額 摘 要

計

収　支　決　算　書

別紙12

1　収入の部
（単位：円）

区 分 予 算 額 決 算 額 増 減 額 摘 要

県 費 補 助 金

国 庫 補 助 金

市町村費

その他

計

2　支出の部

区 分 予 算 額 決 算 額 増 減 額 摘 要

計

収　支　決　算　書



○高知県住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱 新旧対照表

新 旧

第７号様式（略） 第７号様式（略）


